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資金管理業務細則 

 

 

 （目的） 

第１条 この細則は、資金管理業務規程（以下「業務規程」という。）第３８条の規定に基づき、

資金管理センターにおいて資金管理業務を適正に運営するため、必要な事項を定めることを目

的とする。 

 

 （用語） 

第２条 この細則で使用する用語は、法、関係政省令及び業務規程で使用する用語の例による。 

 

 （再資源化預託金等及び資金管理料金の収受） 

第３条 業務規程第６条に規定する再資源化預託金等の収受及び業務規程第８条に規定する資

金管理料金の収受は、以下のとおり行う。 

（１）業務規程第６条（１）に掲げる新車購入時預託の場合 

①特定再資源化等物品の再資源化等を行う自動車製造業者等が存在する自動車の場合 

イ 資金管理センターは、新車購入時における再資源化預託金等及び資金管理料金の収受

について、自動車製造業者等と個別に委託契約を締結する。 

ロ 資金管理センターは、原則として、自動車製造業者等が自動車を出荷するときに、当

該自動車製造業者等から、自動車ごとに車台番号、リサイクル券番号及び特定再資源化

等物品の搭載状況に関する情報等を記録した電子情報（以下「出荷情報」という。）の

送付を受ける。 

ハ 資金管理センターは、出荷情報が送付された自動車については、自動車製造業者等が

再資源化預託金等及び資金管理料金の資金管理センターへの確実な送金を保証するこ

とを前提に再資源化預託金等が預託されたものとみなし、委託契約に基づき、自動車製

造業者等が預託証明を行うことを認める。 

ニ 資金管理センターは、自動車製造業者等が再資源化預託金等及び資金管理料金を収受

したときに、当該自動車製造業者等から、自動車ごとに預託日、収納金額等を記録した

電子情報（以下｢預託情報｣という。）の送付を受ける。 

ホ 資金管理センターは、原則として、自動車製造業者等から送付される預託情報を月次

で取りまとめ、翌月１５日に預託情報の送付を受けた自動車の車台番号、再資源化預託

金等及び資金管理料金の金額を入金確定情報として自動車製造業者等に通知する。 

ヘ 資金管理センターは、入金確定情報を通知した自動車に係る再資源化預託金等及び資

金管理料金につき当該通知をした月の末日までに自動車製造業者等から口座振込によ

り送金を受ける。 

ト 資金管理センターは、資金管理料金の振込みを受けるときに精算して、自動車製造業

者等に委託契約に定める委託手数料を支払う。 

チ 資金管理センターは、自動車製造業者等から送付を受けた出荷情報及び預託情報と、

国土交通省又は軽自動車検査協会から日次で取得した登録情報又は検査情報（以下｢登

録情報等｣という。）について以下のとおり突合処理を行う。 
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（イ）登録済未預託車両情報（届出済未預託車両情報を含む。以下同じ。） 

資金管理センターは、毎月、前月に登録情報等を取得した自動車であって、出荷情報 

の送付は受けているが預託情報の送付を受けていないものを抽出し、当該自動車の自動

車製造業者等に、その旨を登録済未預託車両情報として送付する。 

（ロ）登録済未出荷車両情報（届出済未出荷車両情報を含む。以下同じ。） 

資金管理センターは、毎月、前月に登録情報等を取得した自動車であって、出荷情報 

の送付を受けていないものを抽出し、当該自動車の自動車製造業者等に、その旨を登録

済未出荷車両情報として送付する。 

（ハ）登録情報未取得車両情報 

資金管理センターは、毎月、登録又は検査が行われている旨の預託情報の送付を受け 

ている自動車であって、登録情報等を取得していないものを抽出し、当該自動車の自動

車製造業者等に、その旨を登録情報未取得車両情報として送付する。 

（ニ）出荷後長期未預託車両情報 

資金管理センターは、毎年、１年以上前に出荷情報の送付を受けた自動車であって、 

預託情報の通知を受けていないものを抽出し、当該自動車の自動車製造業者等に、その

旨を出荷後長期未預託車両情報として送付する。 

②特定再資源化等物品の再資源化等を行う自動車製造業者等が存在しない自動車（以下

「義務者不存在自動車」という。）の場合 

イ 資金管理センターは、再資源化預託金等の預託関連事務を規定した「並行輸入車に係

る使用済自動車再資源化預託金等の預託申請に関する並行輸入事業者登録約款」に基づ

き、インターネットを利用して義務者不存在自動車に係る再資源化預託金等の預託手続

きを行おうとする並行輸入事業者等から、資金管理センターが定める所定の様式の帳票

により登録を受付ける。 

ロ 資金管理センターは、登録が完了した者（以下「登録事業者」という。）がインター

ネット経由で義務者不存在自動車の再資源化等料金の設定を希望するときは、当該登録

事業者から、車両情報届出書及び下記（ⅰ）又は（ⅱ）の書類（以下「添付書類」とい

う。）をファクシミリによる送信又は送付により受ける。 

（ⅰ）自動車予備検査証の写し 

（ⅱ）並行輸入自動車届出書の写し､自動車通関証明書の写し及び自動車排出ガス試験結

果成績表の写し（自動車排出ガス試験が免除される場合は不要） 

ハ 資金管理センターは、登録事業者以外の者が、義務者不存在自動車の再資源化等料金

の設定を希望するときは、再資源化預託金等預託申請書及び添付書類を送付により受け

る。 

ニ 資金管理センターは、車両情報届出書又は再資源化預託金等預託申請書及び添付書類

を受理したときは、再資源化支援部に再資源化等料金の設定を依頼し、再資源化支援部

から受け取った再資源化等料金の額並びに情報管理料金及び資金管理料金の額を申請

者に通知する。 

ホ 資金管理センターは、登録事業者からは郵便貯金銀行を利用した払込み又はコンビニ

エンスストアにおける払込み（以下「郵便貯金銀行・コンビニエンスストア払込み」と

いう。）のいずれかにより、それ以外の者からは郵便貯金銀行を利用した払込みにより、
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それぞれ再資源化預託金等及び資金管理料金の送金を受ける。 

（２）業務規程第６条（２）に掲げる継続検査時預託､構造等変更検査時預託及び中古新規登

録･検査時預託の場合（平成１７年２月１日から３年間の時限的な措置とする。） 

①運輸支局等（出張検査場を除く。）に現車が持ち込まれる整備事業者経由の検査又は個

人による継続検査等に対応した収受の場合  

イ 資金管理センターは、運輸支局等（出張検査場を除く。）に現車が持ち込まれる整備

事業者経由の検査又は個人による継続検査等に対応した再資源化預託金等及び資金管

理料金の収受について、運輸支局等（出張検査場を除く。）内又は近傍の団体（以下｢車

検場団体｣という。）と個別に委託契約を締結する。 

ロ 資金管理センターは、再資源化預託金等及び資金管理料金の収受を委託した車検場団

体から、原則として、毎月１日から１５日までに再資源化預託金等及び資金管理料金の

送金をすることの申請（以下「預託申請」という。）があったときは翌月１０日に、毎

月１６日から末日までに預託申請があったときは翌月２６日に、口座引落しにより、再

資源化預託金等及び資金管理料金の送金を受ける。 

ハ 資金管理センターは、資金管理料金を引き落とすときに精算して、再資源化預託金等

及び資金管理料金の収受を委託した車検場団体に委託契約に定める委託手数料を支払

う。 

ニ 資金管理センターは、継続検査等を受けようとする整備事業者又は個人が運輸支局等

（出張検査場を除く。）内又は近傍に設置した専用端末において照会しても再資源化等

料金が不明である場合には、以下のとおり再資源化等料金を設定する。 

（イ）資金管理センターは、整備事業者又は個人から再資源化等料金を算出するために、

原則として、資金管理センターが定める所定の様式の帳票及び次の（ⅰ）から（ⅲ）

の書類のうちいずれかの書類の提出を受ける。 

（ⅰ）自動車検査証の写し 

（ⅱ）一時抹消登録証明書の写し 

（ⅲ）自動車検査証返納証明書の写し 

（ロ）資金管理センターは、提出を受けた書類に基づき自動車製造業者等又は再資源化支

援部に再資源化等料金の設定を依頼し、自動車製造業者等又は再資源化支援部から受

け取った再資源化等料金の額並びに情報管理料金及び資金管理料金の額を整備事業

者又は個人に通知する。 

②出張検査に対応した収受の場合 

イ 資金管理センターは、出張検査場に現車が持ち込まれる整備事業者経由の検査又は個

人による継続検査等に対応した再資源化預託金等及び資金管理料金の収受について、出

張検査を運営・管理する団体等(以下｢出張検査場団体等｣という。)と個別に委託契約を

締結する。 

ロ 資金管理センターは、再資源化預託金等及び資金管理料金の収受を委託した出張検査

場団体等から、原則として、毎月１日から１５日までに預託申請があったときは翌月１

０日に、毎月１６日から末日までに預託申請があったときは翌月２６日に、口座引落し

により、再資源化預託金等及び資金管理料金の送金を受ける。 

ハ 資金管理センターは、再資源化預託金等及び資金管理料金の収受の方式に応じ、委託
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契約に定める委託手数料を出張検査場団体等に支払う。 

ニ 資金管理センターは、出張検査時において再資源化等料金が不明である場合には、①

ニに準じた手続きにより再資源化等料金の額を設定する。 

③整備事業者等経由の継続検査等に対応した収受の場合 

イ 資金管理センターは、整備事業者等に再資源化預託金等の収受に必要な業務を委託す

る場合は、以下のとおり行う｡ 

（イ）資金管理センターは、整備事業者等に再資源化預託金等の収受に必要な業務を委託

するために、該当業務の実務全体を定める「使用済自動車再資源化預託金等の預託に

必要な実務等に関する委託基本約款」（以下「基本約款」という。）及び事業者のタ

イプごとの詳細実務を定める付属約款（特別約款を含む。以下同じ。）並びに「資金

管理システムの使用に関する規約」（以下「資金管理システム規約」という。）を規

定する。 

（ロ）資金管理センターは、基本約款及び付属約款並びに資金管理システム規約の定める

ところにより、再資源化預託金等及び資金管理料金の収受の委託を受けようとする整

備事業者等について資格要件を満たすときは預託関連実務受託業者として契約を締

結し、その旨を通知する。 

ロ 資金管理センターは、預託関連実務受託業者のうち、整備事業者等であって年間の車

検実施台数が２００台以上である者からは口座引落し又は郵便貯金銀行・コンビニエン

スストア払込みのいずれかにより、それ以外の者からは郵便貯金銀行・コンビニエンス

ストア払込みにより、それぞれ再資源化預託金等及び資金管理料金の送金を受ける。 

ハ 口座引落しについては、原則として、毎月１日から１５日までに預託申請があったと

きは翌月１０日に、毎月１６日から末日までに預託申請があったときは翌月２６日に実

施するものとする。ただし、所定の期日に口座引落しができないときは、その次の期日

の口座引落し（以下「再度の口座引落し」という。）により送金を受ける。 

ニ 資金管理センターは、再度の口座引落しができなかった事業者については、送金方法

を郵便貯金銀行・コンビニエンスストア払込みに変更し、又は委託契約を解除する。 

ホ 資金管理センターは、登録された再資源化預託金等の送金方法が口座引落しの場合は

資金管理料金を引落とすときに精算して、郵便貯金銀行・コンビニエンスストア払込み

の場合は整備事業者等の郵便貯金銀行口座への月次振込みによって、付属約款に定める

委託手数料を支払う。 

ヘ 資金管理センターは、整備事業者等がインターネット経由で照会しても再資源化等料

金が不明である場合には、（２）①ニに準じた手続きにより再資源化等料金の額を設定

する。 

（３）業務規程第６条（３）に掲げる引取時預託の場合 

イ 資金管理センターは、引取業者に再資源化預託金等の預託に必要な業務を委託する場

合は、以下のとおり行う｡ 

（イ）資金管理センターは、基本約款に引取業者に再資源化預託金等の収受に必要な業務

を委託するために必要な事項を併せて規定する。 

（ロ）資金管理センターは、基本約款の定めるところにより、再資源化預託金等及び資金

管理料金の収受の委託を受けようとする引取業者について資格要件を満たすときは
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預託関連実務受託業者として契約を締結し、その旨を通知する。 

ロ 資金管理センターは、預託関連実務受託業者である引取業者から、郵便貯金銀行・コ

ンビニエンスストア払込みにより、再資源化預託金等及び資金管理料金の送金を受ける。

ただし、継続検査時等に対応した収受において、口座引落しにより送金を行う整備事業

者で併せて引取業を行う者、又は資金管理センターが別に定める期間における引取時の

預託申請（後付装備に係る預託申請を除く）の台数が月平均４０台以上である者からは

口座引落しにより送金を受けることができる。この場合において、当該口座引落し及び

口座引落しを利用する者について、（２）③ハ及びニの規定を準用する。 

ハ 資金管理センターは、登録された再資源化預託金等の送金方法が口座引落しの場合は

資金管理料金を引落とすときに精算して、郵便貯金銀行・コンビニエンスストア払込み

の場合は､引取業者の郵便貯金銀行口座への月次振込みによって、基本約款に基づき委

託手数料を支払う。 

二 資金管理センターは、引取業者がインターネット経由又はファクシミリで照会しても

再資源化等料金が不明である場合には、（２）①ニに準じた手続きにより、再資源化等

料金の額を設定する。 

 

 （会計の原則等） 

第４条 資金管理センターの会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行及び会

計規程に従うものとする。 

２ 資金管理センターは、会計規程及び公益法人会計における内部管理事項について（平成１７

年３月２３日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に基づき、収

支予算書及び収支決算書を作成する。 

 

 （リサイクル券） 

第５条 資金管理センターは、別添様式の用紙に必要事項を印刷し、これをリサイクル券として

発行するものとする。 

２ リサイクル券の発行は、以下のとおり行う。 

（１）新車購入時預託の場合 

①特定再資源化等物品の再資源化等を行う自動車製造業者等が存在する自動車 

 資金管理センターは、自動車製造業者等に、当該自動車製造業者等が製造又は販売する

自動車について、リサイクル券を発行することを委託する。 

②義務者不存在自動車 

 資金管理センターは、義務者不存在自動車の再資源化預託金等の預託の申請者が再資源

化預託金等及び資金管理料金を入金したことを確認した後、自らリサイクル券を発行し、

当該申請者に対し、リサイクル券を送付する。 

（２）継続検査時等預託の場合（平成１７年２月１日から３年間の時限的な措置とする。） 

①運輸支局等に現車が持ち込まれる整備事業者経由の検査又は個人による検査等に対応

した収受を行う場合 

 資金管理センターは、整備事業者又は個人が車両情報を入力し、リサイクル料金通知書

兼リサイクル券を発券できる専用端末機を運輸支局等の料金支払窓口付近に設置する。こ
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の場合において、リサイクル券は、資金管理センターが委託した車検場団体又は出張検査

場団体等が受領印を押印して初めて有効となる。 

②整備事業者等経由の継続検査等に対応した収受を行う場合 

 資金管理センターは、預託関連実務受託業者である整備事業者等又は預託関連実務受託

業者である整備事業者等の指定した車検場団体等にリサイクル券の発行を委託する。この

場合において、資金管理センターは、当該整備事業者等からリサイクル券の発行方法につ

き、あらかじめ登録を受けるものとする。 

 

 （国土交通大臣等に提示する預託証明書） 

第６条 資金管理センターは、業務規程第１１条の規定に基づき、自動車製造業者等、車検場団

体又は出張検査場団体等に預託証明業務を委託する場合、個別に委託契約を締結する。 

２ 資金管理センターは、自動車製造業者等が再資源化預託金等が預託済みであることを確認し

た後に譲渡証明書等に押印する証明印を作成し､押印業務の委託先に配付する。 

３ 資金管理センターは、車検場団体又は出張検査場団体等が再資源化預託金等が預託済みであ

ることを確認した後に自動車検査証等に押印する証明印を作成し､確認業務の委託先に配付す

る。 

４ 資金管理センターは､自動車製造業者等に預託証明業務を委託した場合は資金管理料金の入

金時に精算して、車検場団体又は出張検査場団体等に委託した場合は預託証明件数を確認した

後に月次でその口座に振込むことにより、それぞれ委託契約で定める委託手数料を支払う。 

（本条における車検場団体又は出張検査場団体等に係る規定は平成１７年２月１日から３年間

の時限的な措置とする。） 

 

 （利息） 

第７条 資金管理センターは､使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則（平成１４年経

済産業省･環境省令第７号）第７０条の規定に基づき、再資源化預託金等を運用し、年度毎の

運用収益は当該年度末時点に預託されていた再資源化預託金等に利息として付す。 

２ 資金管理センターは､業務規程第１９条の規定に基づく再資源化等預託金の払渡しの請求又

は業務規程第２１条の規定に基づく情報管理預託金の払渡しの請求を受けたときは、当該再資

源化等預託金又は情報管理預託金に付すべき利息を再資源化等預託金又は情報管理預託金の

元本と同時に払い渡す。 

３ 前項の規定にかかわらず、業務規程第１９条又は第２１条の規定に基づく払渡し請求を４月

に受けたときは、資金管理センターは当該請求に係る再資源化等預託金又は情報管理預託金に

付すべき利息を、元本とは別に５月末までに払い渡す。 

４ 資金管理センターは、業務規程第２２条に基づく再資源化預託金等の取戻しの請求を受けた

ときは、当該再資源化預託金等に付すべき利息を、再資源化預託金等の元本と同時に返還する。 

５ 資金管理センターは､業務規程第１８条第２項の規定により、原則、毎年４月末までに、前

年度の利率を資金管理業務諮問委員会の調査審議を経た上で決定し、公表する。 

 

 （再資源化等預託金の払渡し手続） 

第８条 資金管理センターは､業務規程第１９条に規定する再資源化等預託金の払渡しを行うた
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めに、毎月、情報管理部から前月に行われた法第８１条第１３項の規定による報告に係る情報

を受け取り、利息を含めた再資源化等預託金の払渡し予定金額を計算する。ただし、４月の再

資源化等預託金の払渡し予定金額を計算するときは利息を含めないものとし、当該利息は５月

の再資源化等預託金の払渡し予定金額に加算する。 

２ 資金管理センターは､自動車製造業者等又は再資源化支援部の委託を受けた一般社団法人自

動車再資源化協力機構に対し、自動車ごとの金額情報明細をつけて、再資源化等預託金の払渡

し予定金額を通知する。 

３ 資金管理センターは、自動車製造業者等又は再資源化支援部の委託を受けた一般社団法人自

動車再資源化協力機構から、前項の通知を行った月の銀行営業日末日の３営業日前までに再資

源化等預託金の払渡し請求書の送付を受ける。 

４ 資金管理センターは、前項の請求書の送付を受けたときは、当該請求書を審査し、当月末日

までに口座振込にて再資源化等預託金の払渡しを行う。 

 

 （情報管理預託金の払渡し） 

第９条 資金管理センターは､業務規程第２１条に規定する情報管理預託金の払渡しを行うため

に、毎月、情報管理部から法第８１条第１項の規定による報告に係る情報を受け取り、利息を

含めた情報管理預託金の払渡し予定金額を計算する。ただし、４月の情報管理預託金の払渡し

予定金額を計算するときは利息を含めないものとし、当該利息は５月の情報管理預託金の払渡

し予定金額に加算する。 

２ 資金管理センターは、情報管理部に対し、情報管理預託金の払渡し予定金額を通知する。  

３ 資金管理センターは、情報管理部から、前項の通知を行った月の銀行営業日末日の３営業日

前までに情報管理預託金の払渡し請求書の送付を受ける。 

４ 資金管理センターは、前項の請求書の送付を受けたときは、当該請求書を審査し、当月末日

までに口座振込にて情報管理預託金の払渡しを行う。 

 

 （再資源化預託金等の取戻し手続） 

第１０条 資金管理センターは、業務規程第２２条及び第２３条に規定する再資源化預託金等の

取戻し申請手続き等の実務を「中古車輸出に伴う使用済自動車再資源化預託金等の取戻し申請

及び返還手続に関する基本約款」に規定する。 

２ 資金管理センターは、インターネットを利用して取戻し申請をしようとする者から、「中古

車輸出に伴う再資源化預託金等の取戻し申請事業者登録約款」に基づき、資金管理センターが

定める所定の様式の帳票により、その登録を受付ける。 

３ 資金管理センターは､取戻し申請をしようとする者から、再資源化預託金等取戻し申請書及

び業務規程第２２条第２項に規定する書類並びに自動車所有者と取戻し申請を行う者が異な

る場合にあっては当該取戻し申請に係る委任状（以下「取戻し申請関係書類」という。）を送

付にて受付ける。 

４ 前項の取戻し申請書には以下の項目を記載するものとし、資金管理センターが定める所定の

様式の帳票を使用する。 

（１）申請者名、担当者名、住所（日本国内の住所に限る。）及び電話番号 

（２）振込先口座名（日本国内に所在する金融機関に限る。） 
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（３）取戻しをしようとする再資源化預託金等に係る自動車の車台番号 

（４）取戻しをしようとする再資源化預託金等に係るリサイクル券番号 

（５）取戻しをしようとする再資源化預託金等の額（利息の額を除く。） 

５ 資金管理センターは､取戻し申請を受けたときは、取戻し申請関係書類等の確認を行い、そ

の結果を、申請者が第２項の登録を受けた事業者の場合はインターネット経由で、それ以外の

者の場合は郵送で、通知する。 

６ 資金管理センターは､再資源化預託金等を返還するときは、業務規程第２３条に規定する輸

出取戻し手数料を控除して、月次で集計し翌月に口座振込により行う。ただし、業務規程第２

５条第２項の規定に基づき自動車の所有者が預託すべき再資源化等預託金の一部を資金管理

センターが負担している場合は、前記金額から当該負担金の額（利息の額を含む。）を控除し

て返還する。 

 

 （公認会計士又は監査法人によるレビュー） 

第１１条 資金管理センターは、四半期毎及び年度の決算において、貸借対照表、正味財産増減

計算書及び財産目録並びに収支決算書について、一般に公正妥当と認められる監査の基準、四

半期レビューの基準等に基づく公認会計士又は監査法人によるレビューを受ける。 

２ 資金管理センターは、前項に規定する四半期毎及び年度の決算のレビューを受けたときは、

公認会計士又は監査法人から当該レビューに係る報告書の提出を受ける。 

 

附則 

この細則は、平成１６年１１月１０日から施行する。 

 

附則 

この変更規定は、平成１８年１月１日から施行する。 

 

附則 

この変更規定は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附則 

この変更規定は、平成１９年１０月１日から施行する。 

 

附則 

この変更規定は、平成２２年９月３０日から施行する。ただし、当該変更規定は、平成２２年

４月１日に遡及して適用する。 

 

附則 

この変更規定は、平成２４年１２月１８日から施行する。 

 

附則 

この変更規定は、平成２５年１０月７日から施行する。 
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附則 

この変更規定は、平成２７年６月１１日から施行する。 

 

附則 

この変更規定は、平成２８年２月１日から施行する。 
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